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　特例メリット制とは、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主が厚生労
働省令で定める特別の安全衛生措置を講じた事業（建設の事業及び立木の伐採の事業を除
く。）について、当該措置を講じた年度の翌年度の4月1日から9月30日までの間にメリット
制の特例適用の申告があるとき、安全衛生措置を講じた年度の次の次の年度から3年度の間、
メリット制が適用になる年度に限り、労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減幅を
最大45％とする制度です。（通常のメリット制の増減幅は、最大40％）
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